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午後 ２時００分開会 

【会  長】それでは平成21年度第５回新宿区情報公開・個人情報保護審議会を開会いたしま

す。資料について、事務局のほうからご説明お願いします。 

【区政情報課長】事務局の区政情報課長です。 

 今回、事前にお配りしました資料は、本日の次第、それから資料43の２「地上デジタル放送

移行支援業務の個人情報が受託業者の営業活動に使用されないための対策について」から資料

53の「新宿区定額給付金・子育て応援特別手当給付事業に係る受託事業者への立入調査につい

て」までとなっております。 

 なお、本日机上配布の資料といたしましては、変更後の次第という形になってございます。 

 それから、議事の順番でございますが、資料52と資料53につきまして、説明者の都合で説明

の順序を前に持ってこさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

 また、２番目に予定しております資料43「地上デジタル放送移行支援業務委託について」の

報告は、資料43の２「地上デジタル放送移行支援業務の個人情報が受託業者の営業活動に使用

されないための対策について」によりご説明をさせていただきます。 

 資料については説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、学校イントラネットの昨年度の第８回審議会でご承認をいただいております「学校イ

ントラネットシステムの構築について」の具体的な内容、そちらにつきましては、次回１月20

日開催の本審議会でご報告をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 会長、よろしくお願いいたします。 

【会  長】ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問はございますか。資料のほう、よろしいで

しょうか。 

 それでは、次第に沿って審議を進めさせていただきます。 

 最初は、資料52「木造住宅等耐震化促進モデル地区調査業務委託について」でございます。

どうぞご説明よろしくお願いいたします。 

【地域整備課長】よろしくお願いいたします。それでは、「木造住宅等耐震化促進モデル地区

調査業務委託について」、２枚目の事業の概要でご説明をさせていただきます。 

 目的でございますが、木造住宅等耐震化促進モデル地区で耐震改修を促進させるための業務

ということでやらせていただきます。対象者といたしましては、このモデル地区の土地及び建
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物所有者を対象としております。 

 事業の内容でございますが、耐震改修を促進するために優先的に地区に入っていくというこ

とで、説明会や戸別訪問など具体的に行うためにその地区の中の権利者の方の、所有者の特定

とマップ・台帳の作成を図るために、登記簿等をとって、それを資料に作成するというもので

ございます。 

 その次の３枚目のペーパーでございます。委託先については、入札で決定いたします。あと、

処理させる情報項目の記憶媒体でございますが、紙と電磁的媒体を予定しております。 

 委託の期間でございますが、平成21年11月の中旬から来年22年３月末日までを予定しており

ます。 

 あとその次、特記事項にございますが、個人情報の秘密の保持、適正な管理について、委託

業者に対して十分注意をはらうよう、指導していきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【会  長】ありがとうございました。 

 ただいまのご報告につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 はい、どうぞ。 

【ひやま委員】すみません。耐震化ということで、所有者の特定ということなんですけれども、

これを委託するということですけれども、この特定の方法はどういう形で特定をされて、作業

は。 

【会  長】どうぞ。 

【地域整備課長】一応、今考えておりますのが、地域危険度の高い５町丁目を予定しておりま

して、大体2,000棟ほどあろうかと考えています。この2,000棟につきまして、登記所のほうで

謄本をとりまして、その中から昭和56年以前に建物を抽出して、それをリストアップするとい

う作業を考えてございます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【ひやま委員】参考までに、この５町丁目というのはどのあたりなんですか。 

【会  長】どうぞ。 

【地域整備課長】現在候補でございますが、改代町、赤城下町、神楽坂６丁目、市谷柳町、若

葉３丁目、こちらが地域危険度が高い地区ということで今、予定をしておるところでございま

す。 
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【ひやま委員】ありがとうございます。 

【会  長】どうぞ。 

【川村委員】川村です。ちょっと基本的な質問で恐縮なんですけれども、いわゆる登記簿とい

うのは公になっていて、だれでもとれるものなんですけれども、個人情報保護との関係ではこ

ういう形で、そこに出ているものを先ほどのようなお話でとって、築年でピックアップすると

いうことでいうと、公開された情報を集約するというだけのような気もするんですけれども、

そこら辺の仕切りというのはどういうふうになっているか、お伺いしたいと思います。 

【地域整備課長】条例の第14条１項の中で、個人情報を取り扱う業務に委託というものを行う

場合に本審議会のほうに報告をするということになっておりまして、それに基づいて報告をさ

せていただいているものでございます。 

【会  長】どうぞ。 

【川村委員】そうすると、その条例上の関係ということではございますけれども、その公開さ

れた情報をそういう形でピックアップをすると、それを台帳にするという、この一連の作業だ

けであって、戸別に登記簿上の権利関係とは別に訪問してお話を伺うとか、そういうことはな

いということの理解でよろしいんですか。 

【地域整備課長】今回行うのは調査だけでございまして、来年度以降、この調査結果に基づい

て、戸別訪問と実際の作業に入っていきたいと考えてございます。 

【川村委員】わかりました。 

【会  長】ほかにございましたら、どうぞ。 

 はいどうぞ、鍋島委員。 

【鍋島委員】今、来年度戸別訪問ということをおっしゃったんですけど、その場合はやっぱり

電話番号等がいると思いますけど、それはまた来年ここに出されるのでしょうか。 

【地域整備課長】来年度の予定でございますが、まず全体的な説明をやらせていただきまして、

あとは実際、戸別にご訪問させていただきたいと思っております。ですから電話で云々という

ことは現在のところ考えておりませんので、電話の名簿については今想定してございません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【山口副会長】今の質問は電話ということだけじゃなくて、今回の報告事項は登記簿を見て、

それをリストアップするだけで、だれにも会わないということでわかって、これでほとんど問

題ないと思うんですね。問題は来年度以降、４月以降におやりになる戸別訪問、これは個人情

報の収集になるわけですよね。それを記録に保管されて、どういうふうに保管して、またどう
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いうふうにお使いになるか、そういう問題が発生するんじゃないかという質問だと思うんです

ね。 

【鍋島委員】そうなんです。 

【山口副会長】来年のことについては別途その段階で、またこちらに諮っていただくことがあ

れば諮っていただくし、報告事項があるなら報告していただくということになればいいんじゃ

ないかと思いますけど。 

【地域整備課長】ただいまの副会長のとおりでございまして、その部分の個人情報の取り扱い

については、また本審議会に必要に応じてご報告をさせていただきたいと考えております。 

【会  長】ありがとうございました。 

 ほかにございましたら、どうぞ。よろしいですか。 

 それでは、本件は了承ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【地域整備課長】ありがとうございました。 

【会  長】ありがとうございました。 

 それでは次にまいります。資料43の２「地上デジタル放送移行支援業務の個人情報が受託業

者の営業活動に使用されないための対策について」でございます。 

 それでは、ご説明よろしくお願いいたします。 

【総務課長】総務部総務課長でございます。 

 前回、地上デジタル放送の移行支援ということで、区が実施しております、区の施設による

電波障害の起こっているご家庭への電波障害の解消に伴います補償の打ち切りということの委

託についてご審議いただきました。その際に、委員の方々から受託する業者に関して、個人情

報が渡るわけですけれども、そういったものを、受託業者のケーブルテレビ会社ということで、

その会社がそれらの個人情報をみずからの営業活動に利用されないようにということで、その

辺を事業者とのしっかりした確認をというご意見をちょうだいしました。それを受けまして、

今回委託に当たりましてとらせていただいた対策について、ご報告させていただきます。 

 まず第１点が、誓約書の提出ということでございます。資料にございますように、委託契約

で知り得た情報を営業行為などの契約目的以外に利用し、または第三者に提供しない。あるい

は補償世帯に作成・配布する案内チラシは、委託業者やケーブルテレビが有利、または有利と

誤解される表記・表現は用いない。あるいは補償世帯への説明・調査を行うに当たり、補償世

帯からの相談、申し込み等の意思表示がなされた場合を除き、補償世帯に対する営業等の各種
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活動は一切しないという誓約書を業者のほうから徴取するとともに、実際の作業に当たりまし

ては、一番最後の３点目の説明、調査の際に、内容確認でケーブルテレビのことを教えてくだ

さいと言われた場合についても、一たん説明に伺った担当者がそこで説明をするということは

なしに、これは区からの受託事業ですと、今回はこういった電波障害解消に伴う説明について

伺っていますので、もし必要ならば別の担当者をということで、別の担当者を後日行かせると

いうことで、一たんこの区の委託事業と、それから自分たちの営業活動というか、説明活動と

いうのをきちんと仕分けをして作業するようにというような確認を今回とらせていただきまし

た。こうした対策をとりながら、適切に区民の方といいますか、区から受ける電波障害の打ち

切りについての不安を解消していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

【川村委員】川村です。前回、先ほどのような内容で質疑させていただきまして、今回対策と

いうことでご報告いただいたんですけれども、きょうのお話のようなことで進めていただけれ

ば、区民の方からの疑問ですとか懸念ということは払拭されていくというふうに思いますので、

ぜひこれがしっかりと行われていくように目配りをしながら進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【鍋島委員】うちはまだこの地域に入っていまして、この間ケーブルビジョンから電話があり

まして、地デジの説明に打ち切りではなくて、初めてなんですけど、説明にまいりたいと。ぜ

ひ日程をというので、11月の、まだ決めていないんですけれども、もうじき決まると思うんで

すね。何かそのときよく聞きますけど、何も言わないで。でも、電話では地デジの説明と言っ

ていました。うちのほうはもろ電波障害で、打ち切りの話をしますということでは全くなかっ

たので、その苦情窓口をどこかに、その地域の町会の掲示板あたりにお知らせいただきたいと

思います。ほかの人もみんな説明に来るんですよねとか言っています。井戸端会議で。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【総務課長】前回のときにもちょっとお話しさせていただきましたけれども、区内で各種の施

設があります。それは公共の施設もあれば、新宿区の施設もあれば、例えば郵便局もそうです

し、それから新宿区の施設が及ぼす影響。それから例えば防衛省ですとか、あるいは民間のそ
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れぞれのビルということで、全部で実は12万世帯の方が何らかの形で、いろいろなビルから電

波障害受けています。今回、区が説明させていただくのは、このうち全部で2,500世帯です。

つまり、残りの11万何がしの世帯というのは、それぞれの影響を与えているビル所有者の方か

ら電波障害の説明が伺える。それぞれによって、ケーブルテレビ会社を使っているところもあ

れば、ご自分のところの小さいところでしたら、ビルオーナーの方が近隣７軒の方にお回りす

るというようなケースもあるので、そういった意味ではケーブルテレビが委員の方のところに

お伺いするケースでも、区からの受託のケースとそれから民間の受託のケースでは若干扱いが

違うと思いますけれども、区からお伺いする場合についてはきちんと今、委員のほうからご指

摘いただきましたように、区からこういった理由でお伺いしますというアポイントメント、お

約束をとらせていただいて伺うようにしていきたいというふうには考えております。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【鍋島委員】うちのほうは、一番初めノッポビルからのだったので、区からのだと思います。 

【総務課長】ＳＫＫといって、西口の電波障害のところだと思うんですけれども、区ではなく

て、それは新宿の高層ビル街のところではないかと思います。 

【鍋島委員】そうなんですか。そこは違うわけですか。 

【総務課長】はい。 

【鍋島委員】というと、区の範囲というのはわかんないわね。だれにもね。その範囲というの

は地域の人にお知らせはしているわけですか。 

【総務課長】今回、区が影響を与えている方々にはこういった旨の、それから新宿区の名札を

つけて、そこに受託している業者でその旨を書いた名札をつけて、その旨を説明した上でお伺

いするように指導しております。 

【鍋島委員】ちょっと混乱している。 

【会  長】いいですか。ほかにございましたら、どうぞ。よろしいですか。 

 それでは、本件につきましては了承ということでよろしいでしょうか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】ありがとうございました。ご苦労さまです。 

 それでは、次にまいります。資料53「新宿区定額給付金・子育て応援特別手当給付事業に係

る受託事業者への立入調査について」でございます。 

 説明をよろしくお願いいたします。 

【総務課長】総務課長です。引き続きまして、「新宿区定額給付金・子育て応援特別手当給付
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事業に係る受託事業者への立入調査について」ということで、ご報告させていただきます。 

 前回ご報告させていただきましたのは、定額給付金担当の副参事のほうでご説明させていた

だきました。10月６日に、定額給付金については支給は申請が終了いたしました。10月16日に

は、子育て応援特別手当給付事業についても申請の時期が終了いたしまして、担当副参事が兼

務でありましたので、原職のほうに復職しました。そのため今回は私、総務課のほうで残りの

継続したお仕事のほうと、それから国等への補助金の清算等を受け持つということで、本日、

私のほうから説明させていただきます。 

 前回、ご指摘いただきました受託事業者に対してのセキュリティの確保をきちんとすべきと

いうご意見を踏まえまして、とりわけ６カ月の期間中に現地へ立入調査をした上で、しっかり

した個人情報の保護に努めるべきというご指摘をいただきましたので、その後、３回ほど現地

の事務センターのほうに立入調査を実施してまいりました。一番初めが４月27日ですが、江東

区新砂にございます郵便事業新東京支店内にあります別棟の中にありますセンターのほうに、

セキュリティの確認に行ってまいりました。 

 この事務センターでございますけれども、まず、別棟ということで独立した家屋になってお

ります。その作業場への入り口については、そこに入る時点で入場に対する暗証番号のチェッ

クがございまして、そこで暗証チェックを受けると同時に、中に入りますと区画に仕切られて

おります。その作業スペースに入るときに、もう一度セキュリティチェックがあって、二重の

セキュリティチェックを受けた上でそこに入室ができるといったような設備になっております。

また、その作業場にデータが郵便局のほうから搬入されますけれども、（２）の①でございま

す。搬入口への郵便車を直接そこの施設の入り口に横付けすると同時に、資格制限を受けた者

が作業場に搬入するというようなことで、ここでも暗証番号のチェックを受けた上で搬入者の

荷物、申請書の郵便物ですけれども、それを搬入するということになっております。作業場内

での申請書の取り扱いセキュリティについてですけれども、作業者の資格制限ということで資

格制限を受けた者が件数のチェック、個人特定のバーコードの読み取り作業に当たっておりま

した。また、申請書そのものをスキャンして、機械による読み取りをしましてデータ化をする、

あるいは⑤になりますけれども、申請書スキャンデータから口座情報をパンチし、銀行で振込

み用のデータを作成するという作業が、その作業場内で行われており、申請書の原本につきま

しては、その作業所内の保管場所に二重にセキュリティチェックのかかったその施設内の保管

庫のほうに厳重に保管されておりました。 

 今度はそこからのデータの出入りでございますが、（４）のところにございますけれども、
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作業所からデータ処理されました銀行持込みデータを新宿区役所のほうに納品していただきま

す。それをもちまして新宿区のほうで今後管理していくわけですけれども、これについてもセ

キュリティ便ということで、日通の現金輸送車において新宿区役所のほうにそのデータが持ち

込まれるといったことで、パンチのもとになりましたデータにつきましてはまだ処理が全部終

っていませんので、このセキュリティチェックのかかった施設内の保管庫に申請書自体は現在

も保管されております。全作業が終了しまして、今現在、約94.4％の申請書の処理が終ってお

ります。入金処理が終っております。対象者に対して約５％ぐらいが未申請、あるいは要件外

ということで、ただ、今現在、口座振替の口座のデータ等に本人の申請間違いがあったりしま

すので、そういったものの処理をしていますけれども、おおむね94.4％ぐらいが今回受給を受

けたということで、そういったデータにつきましては今後すべての処理が済み次第、そういっ

たセキュリティ便をもちまして区のほうに納品させるといったことで、作業を完結させてまい

ります。 

 なお、こういったチェックにつきまして、５月21日、それから９月３日の３回にわけて、こ

ういった項目について再度チェックにまいりまして、それらがすべてこのとおりに実施されて

いることを確認してまいりました。 

 以上でございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

 ただいまのこれの説明に当たりまして、何かございますか。どうぞ。いいですか。 

 では、本件につきましては了承ということでよろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【総務課長】どうもありがとうございました。 

【会  長】どうもありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、資料46にまいります。資料46「職員情報システム 給与明細書の

電子配布について」でございます。ご説明、よろしくお願いいたします。 

【人事課長】それでは、総務部人事課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料46に基づきまして、件名が「職員情報システム 給与明細書の電子

配布について」ご説明をさせていただきます。 

 資料を１枚おめくりいただけますでしょうか。職員情報システムの事業の概要でございます

けれども、事業名、担当課、目的、対象者につきましては記載のとおりでございます。事業内

容でございますが、新宿区常勤職員、再任用職員及び非常勤職員の人事管理・給与支給・福利
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厚生事業等を円滑に行うため、平成６年度より職員情報システムを導入しているところでござ

います。システムで管理する職員の人数、処理概要は下記のとおりでございますが、１の新宿

区在職職員数、平成21年４月１日現在では、3,863名でございます。内訳は記載のとおりでご

ざいます。２の処理概要でございますが、人事管理、給与支給、福利厚生につきまして、記載

の内容の処理を行っているものでございます。職員情報システムの概要につきましては以上で

ございます。 

 資料を１枚おめくり、お願いいたします。 

 件名が、「職員情報システム 給与明細書の電子配布について」でございます。保有課、登

録業務の名称は記載のとおりでございます。 

 次の記録される情報項目でございますけれども、１の個人の範囲といたしましては、新宿区

の常勤職員、再任用職員を対象とするものでございます。２の記録項目（追加）といたしまし

ては、イントラネット上の各職員の電子メールアドレスを追加登録するものでございます。３

の記録するコンピュータにつきましては、人事課で保有しております職員情報システムサーバ

に記録をするものでございます。 

 次の新規開発・追加・変更の理由につきましては、給与明細書を電子メールで配信すること

によりまして、印刷や配布業務を効率化し、紙使用量を削減するというものでございます。新

規開発・追加・変更の内容につきましては３項目挙げてございますけれども、電子メールを送

信できるよう職員情報システムの機能追加を行い、職員情報システムに各職員の電子メールア

ドレスを登録することによりまして、給与明細書様式を電子化し、電子メールに添付して、登

録した職員のアドレス宛に送信するものでございます。職員は各自のパソコンから給与明細書

を参照していただくものということで、印刷・保存もパソコンのほうに可能でございます。な

お、パソコン台数の少ない所属につきましては、従前どおり、紙明細書を配布いたします。所

属といたしましては、主に出先職場でございまして、あゆみの家、保育園、工事事務所、公園

事務所、清掃事務所、小・中・養護学校、こども園などでございます。 

 次の開発等委託する場合における個人情報保護対策につきましては、システム変更には必ず

職員が立会い、データの登録・変更は職員が直接行うもので、情報管理は万全にしていきたい

と思っています。 

 新規開発・追加・変更の時期でございますけれども、平成22年２月、来年２月の給与支給か

ら実施をするものでございます。 

 以上で、説明を終らせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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【会  長】ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問はございませんか。どうぞ。 

【川村委員】川村です。ここで２点お伺いしたいんですけれども、ちょっと私はイントラネッ

トの全体の仕組みがよくわからないのでお伺いしたいんですが、今度、電子メールを送受信で

きるように個々職員にそれを付与するというか、追加するということなんですけれども、そこ

で給与明細書って非常に確かに本人にしか見ては困るようなものだとは思うんですが、それが

今回の電子配布することによって、メールマガジンとか一般的なそういうものであれば、間違

ったものを送信してきたりだとか、あるいは全く違うほかの方のものがついてきたりとかとい

うこともままなくはないんですけれども、このイントラネット上でそういうものを個々人に間

違いなく配布する仕組みというのはどういうふうになっているのか、これだけだとちょっとよ

くわからないので、そこをお伺いしたいのと、あと、紙ベースのものは確かに減るとは思うん

ですけれども、この機能追加についてはどの程度予算がかかるものなのか、この２点お伺いし

たいと思います。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【人事課長】２点、ございます。 

 冒頭の第１点目の個人宛が間違って行くかどうかということでございますけれども、今現在

もイントラネット上で各個人がパソコンを開くためのものを付与してございます。電子メール

のアドレスも付与しています。基本的にはイントラネット上から外に出ていくということはな

いような仕組みになっておりますので、外に行くということはないというふうに思っておりま

す。それから個々人のアドレスの、例えば間違って登録したということにつきましては、２月

までの間にすべて一件一件チェックしまして、誤配信がないようなチェック体制を整えていき

たいというふうに思っております。 

 それから、今回、紙ベースから電子メールに移行する関係での予算上については、特にお金

はかからないということで進めていくつもりでございます。 

 以上です。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【川村委員】そうすると、お金はかからないということですので、紙ベースでどの程度、普通

のものと比べて、ちょっと出先が多いので、職員数も結構出先が多いですから減らせるところ

というのはどれぐらいなのかなという感じはしますけど、どのぐらい削減の効果があるのかと

いうことと、あと、先ほどの中で個々人に一件一件チェックするというのはわかったんですけ
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れども、イントラネット上の外には行かないということでは今ご説明あったんですが、その給

与明細を添付する際に間違ったものが行かないかどうかということについて、その点だけもう

一回、だれがどういう形でそれをくっつけて送るというか、送信する作業をするのか、そこだ

けお伺いしたいと思います。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【人事課長】では、お答え申し上げます。 

 まず１点目の効果のほうなんですけれども、効果につきましては、正直、平成20年度の決算

ベースでいきますと、紙代が11万円ぐらい。あと、それに伴います職員のいわゆる仕分け作業

であるとか、超過勤務だとかは、ちょっとその部分だけ抜き出すことはできませんけれども、

金額的な効果というのはそれほど多くはないんですが、やはり仕分けの部分の手間の部分と、

それから、やはり電子化にしておりますので、できるだけ多くのものを電子化で処理をしてい

きたいということで進めております。それから順次、出先職場につきましてはこれからどうい

う計画でイントラネットの台数をふやしていくのかと思いますけれども、順次ふやしていくと

いうことでございますので、それに合わせまして電子化のほうに移行をしていきたいというふ

うに思っております。 

 それから個々人のメールに添付していく明細書でございますが、これにつきましても、２月

までの間に実際にちゃんと行くかどうかというのを個々に一件一件全部チェックをしまして、

職員がこれはチェックいたします。それに基づき間違いなければ、２月から送信をしていくと

いうことでございます。 

 以上です。 

【会  長】これについて、ほかに何か質問はございませんか。 

 はい、どうぞ。 

【赤羽委員】赤羽ですが、この職員の方の電子メールアドレスの考え方というのは、例えばい

わゆる庁内上で職員の方がそれぞれ持っていらっしゃるというようなものなんですか。 

【人事課長】職員個々にすべてメールアドレスを持っているということで、今、付与している

ところです。 

【赤羽委員】ということは、公務員の方のメールアドレスという意味では半分公的なものとし

て認識した場合に、例えば今回みたいなシステムを引いた場合、個人情報のこの質疑からはち

ょっと逸脱するかもしれませんけれども、パソコン台数をやっぱり少ないところもある程度少

しそろえるということも必要性としては、ここはありますよね、方向性は、どちらかというと
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ね。ないから紙ベースのままでずっとしておくというよりも、できればそういう方向性で全職

場にそうしたものを整備するというのが、やっぱり流れといえば流れですよね。という考え方

でよろしいですか。 

【人事課長】全体的な計画のほうについては私もすべて把握しているわけではございませんけ

れども、考え方といたしましては、今、委員からご指摘ありましたように、今後増設の形をと

りまして、最終的には職員１人１台というような方向に行くと思いますけれども、サーバの容

量ですとかいろいろなことがございますので、予算もかかる話でございますので、それは計画

的に進めていくという方向性は出ているかと思います。 

【会  長】よろしいですか。ほかにございましたらどうぞ。 

 はい、どうぞ、林委員。 

【林委員】紙ベースがどんどん減っていくと思うんですけれども、我々区民のほうは職員の方

のあれというのは、年に何回か給与体系については全員の方の資格において給与のあれは明細

が一斉に広報に発表されますね。例えばああいうものとの関連から見ると、あれは区民は、先

ほどの方が言われたように、半ば公務員ということで公共性があるということでああやって発

表されていると思うんですけれども、まずその部分との兼ね合いもあるんですけれども、これ

はちょっと考えてみると、区民のほうはイントラネットというふうに銘打っているんだから、

要するに区民のほうからのあれは入り込むことはできないとは思いながら、例えばうっかり誤

って用いちゃった場合だとか、極端なことをいうと乱用とか盗用とか、あるいはメールのアド

レスがある以上はどうにでも流れますから、一斉にある人のあれが流れちゃうとか、そういう

ことに対してのリスクはどうなっていますでしょうか。 

 この２点ですね。 

【人事課長】電子メールの添付で配信する際につきましては、中での処理しか、さっき申し上

げました外へ行くという、システム上なっておりませんので、人事課のほうから各職員宛にメ

ール添付したものについては、職員のところしか行かないという形にはなっております。受け

た職員が、例えば添付のものを何らかの形で自分のメールを外に配信したときに間違ってとい

うか、添付の削除だとか保存しないで、そういう形で外に配信してしまうという可能性は多分

あろうかと思いますけれども、人事課のほうから配信するところについては外に行かないよう

なシステムにはなっております。 

 それから、公表のところでございますけれども、個々の給与明細というよりも新宿区全体の

給与体系だとか、そういうものをすべて公表しているということで、その部分とのリンクとい
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いますか、それはとっておりませんので、そういうことではないと思います。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】そういうこともあろうかと思うというふうに今言われたんですけれども、そういう

ことがないようにせめてブロックを、ロックをかけるような状態にしておかないと、これは思

わぬあれでもって一気に広がるということは想定されますので、想定の部分に今、課長が言わ

れたようにそういうことが入っているとしたら、それはブロックをシステム開発されたほうが

より、要するにそこでとまるという形ですね。それから転用もネットはできないと、あくまで

もイントラネットのメリットを生かすという形でやられたほうがいいとは私は思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

【人事課長】イントラネット上につきましては、十分セキリティ上、外へ行かないようにとい

う設計になっているかと思いますけれども、いろんな形で人事課が今持っているサーバの部分

については、そういうセキュリティをかけてありますけども、全体の中につきましては今、委

員ご指摘がございましたので、何らかの形、もしそういう危惧が生じるようであれば、担当課

とも十分協議しまして、そういうことがないように詰めていきたいと思っております。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【副会長】今のに関連するんですけど、イントラネットというのは一応、職務上のために使う

ネットだと思うんですよね。これは個人情報、まさに個人の。人事課にとってみれば職務かも

しれませんけれども、受け取るほうの個人にとってみれば、まさに個人的なプライベートな問

題だと思いますね。そういう各職員のメールアドレスの中で何か保管されている保管方法なん

ですけど、職務上のいろんな情報データと、こういう全く個人の情報データとは分離されてい

るのかどうかということですね。ほかにも個人的にこのイントラネットを使って、職務上の情

報データ以外のもの、個人的な情報データが内部的に庁舎全体として配信か送信されているこ

とがあるんでしょうか。これが初めてでしょうか。個人的な情報が職員のメールアドレスに送

信されるという。 

【区政情報課長】区政情報課長です。電子メールの取り扱いですけれども、電子メールにつき

ましては、基本的にイントラネットで現在行われています。それで、先ほどからご説明してい

るように、基本的に職務上のものです。ですから、それの個人的な利用というのは原則的には

ないという形になっています。今回の給与のシステムについても、一人一人の職員にとっては

個人的な情報ですけれども、あくまで職務の一環として配信されるという形になっております。

ですから、個人情報はない。個人のパソコンでの利用というのは別ですけれども、職務上のイ
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ントラネットのパソコンでイントラネット上のメールアドレスでのやりとりというのは、すべ

て職務上のものという形になっております。また、電子メールの情報自体については、ずっと

保管されるものではなくて、たしか200件だと思いましたけれども、それが200件たまると自動

的に削除されていくという形になっております。 

【副会長】もう少しわかったほうがいい。１人１台じゃないというのが現状みたいに、先ほど

からちょっと理解しているんですが、そうすると、ある課で、ある部屋で、数人が同じパソコ

ン、１つのパソコンを使っていて、そこに何かメールアドレスが違っていて、３人なら３人分

が配信されていくと。それは個人がそのメールアドレスは見れるわけですよね。先ほどから申

し上げているのは、その個人が見るアドレスの中の分類は、こういう個人情報も職務情報も雑

多に入っているということになりますでしょうかという質問です。 

【会  長】どうぞ。 

【区政情報課長】区政情報課長です。先ほどパソコンが１人１台ではないということをお話し

していますけれども、１人１台でない場合でも、ログインというのは１人ごとですので、３人

の人がほかの人のデータも、例えばほかの２人のデータも見られるということはありません。

ですから、１人の人がログインした場合にはその人のメールアドレスというものしかありませ

んので、ほかの人が利用したものが見られるということはないという形になっております。あ

と、個人のデータというのは基本的にはないということになっております。 

【副会長】メールアドレス個人の、これは個人のかなというのはよくわかんないんですけど、

例えば上司のほうできょうはこういう仕事をしろというのも、そのイントラネットを普通は使

うんじゃないかなと勝手に思っていたんですけど、そういう職務の指示とか伝達とか情報はあ

ると思うんですよね。それはそういう形で入ってきているものの中に、今の給与明細とか、も

っと何か知りませんけど個人情報のものがほかにもあれば、そういうものが全部そこへ入って

くる。そうすると雑多なものがそこに入ってくるというようなことになっているかなと。それ

で、職務情報で共用するということがあるのかどうか知りませんけど、例えば３人に連絡する

ときにＡ、Ｂ、Ｃ全部に配信されるようにされるのか、Ａさんに連絡して、Ｂ、Ｃにも連絡す

るようになっているのか、そこらがさっぱりわからないんですけど、そういう職務情報と個人

の情報とが１つのアドレスの中で完全に分離されるような状態になっているんでしょうか。 

【区政情報課長】区政情報課長です。繰り返しになっていまいますけど、基本的に区の考え方

として、イントラネット上のアドレスでやりとりする情報は職務情報という形です。ですから、

そこには先ほど上司からの仕事の指示とかというのがあると思いますけれども、それについて
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も例えば、その課の職員に全部出す場合には、そういったカーボンコピーというか、同じ情報

を流す場合にはそういったカーボンコピーというやり方がありますけれども、それはできます。

ただ、今はＢＣＣというブラインドカーボンコピーというのが基本になっていて、ほかにだれ

に出しているのかというのは出さないような方法で出すという形になっております。 

【会  長】はい、どうぞ、林委員。 

【林委員】ちょっと私、民間の会社なものですからあれなんですけど、それがそっくりシステ

ムに入ると思うんですけれども、大体民間の会社だとどこの会社でも25日というのがお給料日

で、当日の朝には下ろせるような状態ということは、休日でない場合を含めて、前日までには

明細を渡さなきゃいけないように何か法律で決まっていますよね。したがって、前日の日に給

料の明細票だけが一斉に配られるんですよ。ですから、みんな他人に知られるということはな

く安心して、一斉に配られますから、一斉に見て、もうこれは毎月のことなんですけれども、

これをもし機械に当てはめた場合は、今回、今、副委員長が言われたような形でみんなで併用

するということになると、この給与明細の情報はだれがどういう状態で職員の皆さんには一斉

に知らせるわけですか。一斉にみんな見たいわけなんですよね。早く。給料日、職員は何日か

はちょっと知りませんけど、その１台の機械でみんながしたときの混乱というか、ちょっとよ

く私はまだそのセキュリティがわからないんで、すみません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【人事課長】今、給与明細のほうは紙ベースで現在も配布しておりますけれども、委員がおっ

しゃったように給料は私どもですと15日が支給日になっていますけど、それの大体３日前まで

には配っております。電子配信したとしましても、やはり３日前をめどぐらいに配信する予定

です。それから、一斉に開くというのは同時的に15日の例えば朝８時半にみんなが開くという、

ちょっと想定できないんですけども、個々人が１台持っている方については問題なく見れると

思いますし、それから２人に１台だとかという場合におきましても、パソコンを開ける、さっ

きログインの話がございましたが、個々人のパスワードを付与しておりますので、そのパスワ

ードを知らない限り、個人のものは開けられないということになっております。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】そしたら、通知後３日前に配られているようですし、それから配信もするって、何

のための配信をするんですか。 

【人事課長】すみません、今現在、紙ベースの場合は３日前までに配っております。今回、諮

問させていただいていますのは、来年の２月から先ほど言った一部の職員については紙ベース
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で行いますけれども、それ以外につきましては３日前までに紙でやっていたものを電子配信す

ると、紙ベースはなくしますよと、そういうことで、一斉に出すということです。 

【林委員】一斉ですね。わかりました。 

【会  長】ほかにございますか。 

 鍋島委員、どうぞ。 

【鍋島委員】ここに非常勤職員の839名というのがあるんですけど、そういう方々もそれをお

持ちになるのですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【人事課長】非常勤職員につきましては、今回の電子配信から除いております。今考えている

のは常勤の職員と再任用職員ということで考えております。 

【鍋島委員】いえ、ここに出ていたものですから。いただいたペーパーに。 

【人事課長】すみません、資料の２枚目の事業概要のところにつきましては、今の職員情報シ

ステムとして給与計算であるとか、そういう保険の計算であるとか、それについては委員ご指

摘のとおり、非常勤職員のところも情報システムの中で活用はしております。今回の給与明細

という部分につきましては非常勤職員のところは除いているということで、３枚目の説明とい

うことです。 

【鍋島委員】除かれるわけですね。 

【人事課長】はい。 

【鍋島委員】わかりました。ちょっとここのところが紛らわしいので。 

【会  長】ほかにございましたら、どうぞ。よろしいですか。 

 それでは、本件は承認ということでよろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】了承しました。 

【人事課長】どうもありがとうございました。 

【会  長】どうもご苦労さまでした。 

 では次に資料47にまいります。資料47「（仮称）新宿区父子家庭手当システムの開発につい

て」でございます。 

 ご説明、お願いいたします。 

【子どもサービス課長】子どもサービス課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは資料の47「（仮称）新宿区父子家庭手当システムの開発について」諮問させていた
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だきます。件名は今申し上げましたように、「（仮称）新宿区父子家庭手当システムの開発に

ついて」ということでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、事業の概要をごらんください。事業名は、（仮称）新宿

区父子家庭手当、担当課は子ども家庭部子どもサービス課になります。目的は父子家庭への経

済的支援による生活安定及び児童の健全育成でございます。対象者は区内在住の父子家庭の父、

ただし所得制限、要件がございます。事業内容としましては、母子家庭のみが対象となってい

る児童扶養手当と同基準の手当を、平成22年１月より父子家庭等にも新たに支給したいという

考えに基づいて行う事業でございます。 

 支給までの流れですが、給付対象者を抽出しリストを作成する。リストに基づきまして、対

象者に通知を郵送する。新規対象者については区報、ホームページでの周知に加え、庁内や特

別出張所でのポスター掲示など幅広い周知を行う。提出された申請書の内容に基づき、書類審

査を行う。新宿区父子家庭システムに入力する。システム処理された対象者に支給決定または

不決定の通知を郵送する。手当は、実際４月と８月と12月、年に３回の支給月を設けて所定の

口座に振り込む。対象者は現在のところでは父子家庭として、最大限125世帯が今現在、最大

の対象者だろうというふうに考えております。こちらは所得制限内の世帯及び新規に対象者と

なるだろうということを想定した最大幅の対象者が125世帯ということでございます。 

 新宿区父子家庭手当の概要については別紙ということで、次のページのほうに手当の概要が

ございます。これは事実上、今現在、母子家庭手当と言われている児童扶養手当、あれの裏返

しになります。母子を父子にひっくり返しただけでございます。受給資格としては、次のいず

れかに該当する18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童。ただし、児童が中

度以上の障害を有するときは20歳未満の児童を監護・養育している父に支給するということで

ございます。 

 次のいずれかに該当する父ということですが、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トということで、

父母が離婚した児童、母が死亡した児童、母が重度の障害を有する児童等、こういった条件、

これは児童扶養手当で母子に出す場合には父がという形で書かれているものを、母がまたは父

母がという形で書かれています。父母、両親がいた場合でも、これをひとり親家庭として出す

理由というのは、片方の親が重度の障害で機能しない場合については、いないというふうな前

提に立った形で支給の対象に入れているということでございます。 

 次が所得制限でございますが、こちらも今現在、国の制度として行われている児童扶養手当

の所得基準と全く同一でございます。次が支給月額ということですが、全部支給、全額丸々支
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給できるときに４万1,720円が支給されるわけですが、こちらの支給額自体も現行の児童扶養

手当と全く同額でございます。支払方法についても全く同様でございます。４月、８月、12月

に、それぞれその前の全４カ月分を支給するという形になります。 

 最後に、新宿区父子家庭手当の所得制限額、支給月額、支払方法等の基準は児童扶養手当に

準拠するということで、すべて児童扶養手当に倣って行うという形になります。 

 次のページをおめくりいただきますと、件名として、「（仮称）新宿区父子家庭手当の目的

外利用について」でございます。こういった個人情報の保有元、それから利用先ともども、子

どもサービス課ということになります。同じ課内で取り交わされることになります。登録業務

の名称ですけれども、児童育成手当、それとひとり親家庭医療費助成、この両方の業務を使い

ます。利用先としては新宿区父子家庭手当という形になります。登録業務の目的ですけれども、

ひとり親家庭等への経済支援と、児童の健全育成ということでございます。個人情報の記録媒

体ですが、電子媒体によって行います。目的外利用を行う理由ですけれども、対象となる父子

家庭等に適正かつ円滑な給付を行うため、こういった情報を利用させていただきたいというふ

うに考えております。 

 目的外利用を行う情報項目ですけれども、受給者となる方の情報として父子家庭等のお名前、

受給者氏名、カナ氏名、生年月日、それから配偶者の有無、それからもし配偶者があった場合

については障害の有無及び程度、それと住民番号でございます。目的外利用を行う際に使用す

る記録媒体は、紙ベースで行います。文書によります。目的外利用の時期、期間ですが、平成

21年11月16日から以降、この制度は続く限り使わせていただきたいということでございます。 

 もう一枚ページをおめくりいただきますと、今度はシステムの開発についてということです。

３番目の記録される情報項目についてですが、個人の範囲としては新宿区父子家庭手当受給対

象者ということで、最大限約125世帯を想定しております。２番、記録項目としては別紙のと

おりということで、次のページにございます。３番、記録するコンピュータですが、子どもサ

ービス課内にあるコンピュータ、児童福祉総合システムで使っているコンピュータで記録をす

る予定でございます。新規開発・追加・変更等の理由については、子どもサービス課で取り扱

う手当業務はすべてシステム化され、効率的に運用されております。今回、（仮称）新宿区父

子家庭手当システムを構築し、システムで管理することにより、迅速な事務処理が遂行でき、

事務量増加の抑制につながるとともに、審査業務もシステムで実施することで正確性が確保で

きるという理由からでございます。 

 さらに新規開発・追加・変更の内容ですけれども、新規創設するこちらの父子家庭手当は、
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所得制限額、支給要件、手当月額、申請手続き等は児童扶養手当と原則として同様とするため、

現在の児童扶養手当システムと同様のシステムを構築し、修正を加えるものとするということ

でございます。開発等を委託する場合における個人情報保護対策ですけれども、開発過程では

区民の情報を直接事業者の方に触れさせるということはしません。あくまでも仮のデータとい

う形で開発をしていただく。テストをする際にもダミーのデータを使用します。実際にデータ

セットアップ時には職員が立ち会って、情報流出がないように厳正を期したいというふうに考

えております。新規開発・追加・変更の時期ですが審議会、きょうご審議いただいてご承認い

ただいた後、21年12月中旬からシステム開発、22年３月には本稼働の予定という形で考えてご

ざいます。 

 先ほど申し上げました記録項目が別紙というのは、もう一枚おめくりいただきますとその項

目がございます。上から受給者情報関係、それと受給者の属性関係、口座情報関係、児童の情

報関係、それから所得関係、支給状況関係、こういった項目それぞれについて利用させていた

だくという形になります。 

 以上で、ご報告を終わりにしたいと思います。どうぞよろしくご審議いただきますよう、お

願いいたします。 

【会  長】ありがとうございました。 

 ただいまのご説明にご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。 

 はい、どうぞ、林委員。 

【林委員】125名の少年というか、この対象が書かれていますけれども、どういうふうにお調

べになったかちょっと知りませんけれども、いずれにしろそれは支給資格の中にイ、ロ、ハ、

ニ、ホ、ヘ、トの中のどれかの条件を満たされたということだと認識しますけれども、ちょっ

と個人情報とはもしかすると外れちゃったらいけないんですけれども、質問してもいいですか

ね。どういうことかというと、私がちょっと不思議だなと思ったのは、この中の一番大事なの

は、法律のことは副会長なんかがおられるもので私なんかが言うあれではないんですけれども、

ここに特に不思議だなと思ったのは、父母が離婚した児童ということで、この中に中間的な少

年というか、青少年がいると思うんですね。ということは、父子家庭って余り聞かないんです

けれども、父子家庭ってどういう家庭なのかなと思うと、ただ一緒に住んでいればいいのかな

と。お父さんが面倒見ていると、一緒に住んでいるだけでこの４万何がしか税金がこの家に行

くのかなと思うんです。もし、この子どもが母親の家に戻ったらば、母子家庭になるだろうと。

そうすると125人の人数というのは実際どういう数字なのかなと思って、要するに言いたいこ
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とは、これはどこにも書いていないんだけれども、父親が親権を有する場合の離婚のあれとか

いうのは書いてないんですよ。そういう場合には母親の家にも少年が行ったり来たりなんてい

うのはよく見聞きしますしね。そうすると、母親は母親で母子家庭の請求を当然するでしょう

し、その辺が不思議だなと、行ったり来たりでどうするのかなと。 

 それと、もう一つは、今これは国の制度が母子家庭はありますけれども、当然皆さんご存じ

のように国が今ああいう形で検討されているじゃないですか。そうするとこの額も変わってく

るのかなというようなことをちょっと思いました。 

【会  長】どうぞ。 

【子どもサービス課長】サービス課長でございます。そうですね。今回のこの父子家庭手当と

母子家庭手当、現在では児童扶養手当という名称で国の制度にのっとってやられている制度で

ございますけれども、基本的には同じ考え方なんですが、それが母子が父子に置きかえただけ

なんですけれども、実際には監護権、監督権が１つの条件ということと、もう一つの条件とし

てはやっぱり生計を一にしているという、そういったものが根拠になろうかと思います。それ

で、実際、例えば今現在行われている制度としては、その児童扶養手当の中の母子に対して支

給されるということですが、例えば父親が離婚したとしても同居していて収入の一部を入れて

いるということになる場合、またはそのご兄弟で男性がもしいるような場合については、その

場合については母子という扱いをしません。児童扶養手当の支給対象にはならないんですね。

ということで、必ず生計を一にしているということと、そこのそれ以外の人はいないというの

がやはり条件になってきます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】親権は関係ないんですか。 

【子どもサービス課長】はい、親権だけで決めるという形ではないですね。生計を一で。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】ちょっとそこら辺はよくわからないんですけど、すべて法的なあれで決まっている

あれなものであれなんですけれども、母子は母子でもって、母親は母親で、私が親権者なんだ

からと、当然もらう権利があるということで、生存している母親は同じ額を１人の、要するに

ダブルに支払う可能性というのはないのかなと思うんですけれども。当然、ペーパー上ではき

ちんと要件が整っちゃえば、両方に払うと思うんですよね。そういう場合も可能なんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【子どもサービス課長】基本的には、ダブりの支給はないようにしております。そして、実際
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親権が例えばもし母親にあったとしても、実際そのお子さんが父親のほうで生活をしているよ

うな実態があったり、その収入によってあがなわれているとするならば、それは母子手当とし

ては出せません。実際には親権の有無というよりも、実際生計を一にして同じ、例えば今回で

いえば父子家庭ですから、父親と一緒に住んでいて、父親の収入によって生活されていれば、

それは出すという形になります。もし母親の収入がそこに合算されるようなことがあれば、そ

れはその時点で出ないという形になります。ということなので、ダブり支給というのはないで

すし、父親のところに行ったり、母親のところに行ったりということがあった場合は、どっち

にするのかというのを確定していただく必要が出てきます。 

【会  長】いいですか。ほかにありましたら、どうぞ。よろしいですか。 

 では、本件につきましては、承認ということでよろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】では、どうぞ。 

【子どもサービス課長】続けて資料48のほう、「子育て応援特別手当（平成21年度版）につい

て」ご報告させていただきます。 

 こちらのご報告につきましては、先日、支給するということで個人情報の取り扱いについて

ご審議いただいたところなんですが、万が一支給が停止されるようなことがあった場合につい

てはご報告願いたいということがございましたので、こちらで改めてご報告させていただく次

第でございます。 

 初めにざっと資料に基づきまして、こちらの手当の制度概要についてご報告させていただき

ます。平成21年９月２日付21新情個議第20号により通知のあった「子育て応援特別手当（平成

21年度版）給付事業」に係る諮問及び報告事項について、下記のとおり報告いたします。 

 １番、諮問・報告事項及び審議結果ですけれども、外国人登録情報の目的外利用については

承認いただいています。国民健康保険情報の目的外利用についても承認していただいておりま

す。ＤＶ被害情報の目的外利用、子どもサービス課保有情報の目的外利用、定額給付金及び子

育て応援特別手当（平成20年度版）情報の目的外利用、有資格者判定のための電算処理システ

ムの開発、給付事業の委託、申請書等封入封かん業務の委託について、すべて了承をいただい

ているところでした。 

 こちらの事業の概要ですけれども、給付の対象者が平成21年10月１日に新宿区の住民基本台

帳、あるいは外国人登録原票の記録、あるいは登録されている就学前３学年の児童、上記

（ア）によらずＤＶの被害により区内に居住している就学前３学年の児童も対象になりますが、
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こういった方々を対象とし、給付先としては給付対象者が属する世帯の世帯主、あるいは同伴

している保護者で、給付金額については児童１人に付３万6,000円で、その当時の対象者とし

ては5,002名ということですけれども、平成21年８月１日現在で外国人を含んだ給付対象者数

が5,002名ということでした。申請期限が21年12月11日から６カ月ということでしたので、22

年６月11日までで、６番のＤＶ被害者への支給については、申請受付開始日以前で事前申請を

していただくということで、10月１日から30日に確認できる書類を添え事前申請してもらうこ

とにより、住所登録地から給付するという形で広報でもご案内をしました。（７）広報周知、

９月25日号に今申し上げたＤＶ被害者への事前申請のお知らせをし、10月５日号をもって一般

の対象者向けの事業概要及び申請方法等を周知したところでございました。 

 それから３番ですね。事業の執行停止が行われたわけです。１番、国。10月16日の閣議にお

いて補正予算のうち、子育て応援特別手当（平成21年度版）の執行停止が決定され、通知が参

りました。新宿区においては10月23日の緊急経済雇用対策本部会議において、区として執行停

止を決定いたしました。これまでの事業の取り組み状況、進捗状況ですけれども、実際、事業

者さんとの打ち合わせ等いろいろ行っていたんですが、契約に至る直前で執行停止がされたた

め、契約実績はございませんでした。なお、執行済み経費ということで、それまでの間、職員

が時間外いろいろその分かかった経費としては、６万7,566円という超過勤務手当が執行され

た事実はございます。 

 裏面に行っていただくと、10月１日から事前申請、１カ月はＤＶ被害者の申請があったかど

うかということですが、これについては１件もございませんでした。なお、対応ですが、10月

29日に福祉健康委員会常任委員会のほうに報告をさせていただきました。なお、区ホームペー

ジには「支給取りやめのお知らせ」を掲載いたしました。11月５日号、区広報にてとりやめを

掲載で、12日に情報公開、個人情報保護審議会に本日、報告をさせていただき、下旬に第４回

区議会定例会において減額補正予算を提出する予定でございます。なお、執行済み経費につい

てですが、６万7,000円何がしかの金額がかかっているわけですが、平成21年10月20日付で、

厚労省のほうから執行停止に際し、これまでの準備経費や今後の対応に必要な経費等について

は、子育て応援特別手当事務取扱交付金において対応すべく検討中との事務連絡がありまして、

各自治体に幾らかかったか申請するようにという通知が来ました。私どもは、こちらがかかっ

た経費については国に対して請求するという形で、もう出してございます。 

 以上、ご報告終わりでございます。よろしくご審議いただきたいと思います。 

【会  長】何かご質問、ございましたら、どうぞ。 



－２３－ 

 いいですか。 

 それでは、本件につきましては了承ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】了承しました。 

【子どもサービス課長】どうもありがとうございました。 

【会  長】次は、資料49にまいります。「国民年金被保険者等所得情報等の提供事業におけ

る項目追加について」でございます。事務局のほうから、ご説明お願いします。 

【医療保険年金課長】医療保険年金課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料49、件名でございます。「国民年金被保険者等所得情報等の提供事業における項目追加

について」でございます。目的外と電子計算機による個人情報の処理開発の諮問でございます。 

 ページをめくっていただきまして、事業の概要でございますが、平成16年から既に社会保険

庁の依頼に基づきまして、国民年金の保険料の未納者対策のために税情報は既に提供している

ところでございますが、当初は税務課から提供していたわけでございますが、平成19年より医

療保険年金課が送るということで事務が変更されているところでございます。20年度におきま

しても、既に４万6,000件の情報を提供しておりますが、これについて、よりきめ細やかな未

納者対策、例えば免除勧奨ですとか納付の督促などに利用するために項目の追加をするもので

ございます。また、社会保険庁がご案内のとおり、来年の１月１日に解体、日本年金機構に移

行されるということでございまして、これにつきましては国民年金法も既に同様に改正されて

おりまして、国民年金法改正後の年金法109条の４におきまして、厚労大臣が官公署の資料提

供については日本年金機構に行わせるというような法改正になったものでございまして、また、

この職員につきましては、日本年金機構法第20条で公務員と同様の守秘義務が課されていると

いうようなことでございます。 

 めくっていただきまして、具体的な内容でございます。目的外でございますが、保有課その

他については記載のとおりでございますが、中段にございます目的外利用を行う理由の最後の

段落でございますが、今年度、扶養親族の情報について追加提供の協力依頼があったが、これ

によりきめ細かい免除勧奨が可能になるということにより追加するものでございます。 

 また、次の欄でございますが、追加する項目としましては下線が引いてございます控除対象

配偶者、扶養親族、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族の数、それから障害者、

寡婦の該当の可否というのを追加させていただきたいと存じます。目的外の記録媒体でござい

ますが、光磁気ディスク（ＭＯ）で提供するということでございます。それから時期ですが、
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22年１月１日以降、継続という形でやらせていただければと思います。 

 続きまして、次のページでございますが、「国民年金被保険者等所得情報等提供における免

除勧奨実施のためのシステムの修正について」でございまして、先ほどの追加項目に伴うシス

テムの修正ということでございます。これにつきましては、当区のホストコンピュータに保有

している情報につきまして、先ほど申し上げました光ディスクに落とし提供するというような

ものでございます。開発の時期につきましては、22年１月１日の提供に向かって開発をさせて

いただければというところでございます。 

 資料49については以上、雑駁でございますが、説明を終らさせていただきまして、よろしく

ご審議いただければと思います。 

【会  長】ありがとうございました。 

 どうぞ、ご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

【川村委員】川村です。 

 そうするとこの間の経緯はわかったんですけれども、具体的に日本年金機構から提供依頼が

あったということで、この国民年金被保険者の方というのは具体的に未納の状況に陥っている

ような方について、それが収録された情報をもとにこちらのほうで突合することなんですけれ

ども、そういう方について情報をもらいたいという形で年金機構のほうから、今後は年金機構

のほうから提供依頼が来て、それに応じるという形になるわけでしょうか。 

【医療保険年金課長】さようでございまして、つくりとしては今までと変わらないんですが、

主体が機構になったということと、免除も、ただ単に納付の督促だけではなくて、空期間を設

けないために例えば一部免除ができますよとか、あるいは全額免除もできますけどということ

をいろんな扶養の数だとか条件があるものですから、よりきめ細かく、無年金者にならないよ

うな勧奨も含めて、最後には滞納整理ということももちろん活用するわけですが、もう少しき

め細かく出すという理由としては、きめ細かい、要は無年金者にならないような措置もやりた

い、こういうことを受けまして提供するというものでございまして、ご指摘のとおりでござい

ます。 

【会  長】はい、どうぞ、川村委員。 

【川村委員】そうすると単にこちらの中では、最終的には強制徴収というようなことも書かれ

ておりますけれども、むしろそこに至らない、あるいは無年金にならないということの、実際

のそういう申請等々も行ってもらうために、こういう細かいものも付与していくということの
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理解でよろしいわけですね。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】全くそのとおりです。なおかつ、平成18年に本委員会でご承認を受けて、

19年に当時、社会保険事務所長と区長の間で覚書を締結しまして、過度な強制徴収を避けるた

めに、直前に納付した者ですとか、２カ月以内の未納者、これについては情報提供外というこ

とも覚書の中でやっておりまして、主眼が余り強制徴収に向かうようなことですと、これは余

り協力ができないので、こういった形で覚書を締結しておりますので、我々としては区民が無

年金にならないようにということも、趣旨を踏まえて協力するということでございます。 

【会  長】よろしいですか。ほかに質問はございませんか。よろしいですか。 

 では、本件は承認ということでよろしいでしょうか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】それでは、ご苦労さまでした。 

 資料50にまいります。「高額療養費薬剤加算処理のレセプト確認事務委託について」でござ

います。説明、よろしくお願いいたします。 

【医療保険年金課長】続きまして、資料50の件名でございますが、「高額療養費薬剤加算処理

のレセプト確認事務委託について」、報告をさせていただきます。 

 めくっていただきまして、事業の概要でございますが、医療保険の場合、ある一定の金額を

超えた場合は高額療養費として限度額を超えた部分は本人にお返しするわけですが、医薬分業

でございまして、病院は病院から、レセプトというのは診療報酬明細、これが幾らかかってき

ました、それから院外処方された薬局から薬代として、これは別々にレセプトが上がってきま

して、これを合算して限度額を超えた部分をお返しするという事務でございますが、それにつ

いて委託をさせていただきたいという報告内容でございます。 

 めくっていただきまして、件名でございますが、「高額療養費薬剤加算処理のレセプト確認

事務の委託について」でございまして、当課の保有している業務につきまして記載のとおりの

事項について委託をするわけでございますが、今まで職員が手作業でやっていたわけでござい

ますが、委託の理由の中段にあるのですが、ここ最近の医療制度の改正で、例えば高額療養費

の特別支給金ですとか、高額介護合算といいまして、介護保険と医療保険の合算額を返すとい

うようないろいろな事務の増加がありまして、とてもその職員の手ではもう追いつかないとい

うようなことがある上に、時間も余り置いては返せないということもありますので、ここにつ

きましては事務の迅速化、効率化のために委託をさせていただくというものでございます。 
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 委託の内容につきましては、記載のとおりでございますが、レセプトの内容についてシステ

ムパソコンに入力し、それから審査も同時にやってまいりますので、審査も同時にやっていく

というようなことを委託させていただくというものでございます。それから前後させていただ

きますが、これから今後継続するんですが、ことしについては、委託先の欄でございますが、

今年度分は年度途中で今の見込みですと10万円程度の委託料ですので、ことしに限って言うと

随意契約になる見込みでございますが、その後になりますと、22年の計上をすると120万ほど

の経費がかかってまいりますので、来年度以降については入札ということを考えてございます。 

 またすみません、前後しますが、委託の時期につきましては、承認後の22年１月から継続を

させていただくということでございます。それから、委託に当たって区が行う情報保護対策で

ございますが、別紙に付させていただきました特記事項とともに、業務終了後は情報を返却さ

せ、日々のリスト管理を職員が行うということで個人情報の保護対策を行うほか、受託業者に

行わせる保護対策としましては記載のとおりでございますが、個人情報取扱責任者と取り扱う

者を指定させ、報告させて日々管理するというものでございます。 

 以上、雑駁でございますが、資料50のご説明を終らせていただきます。よろしくご審議お願

い申し上げます。 

【会  長】ありがとうございました。 

 どうぞ、川村委員。 

【川村委員】川村です。そうすると、委託する趣旨はよくわかりましたので、それで具体的な

作業の状況なんですけれども、そうすると、この庁内で今まで職員さんがやっていた業務を委

託先の方がこちらのほうに見えて、ここで同じ作業をするというようなことでよろしいわけで

すか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】ご指摘のとおりでして、リストを外に出してやらせるのではなくて、こ

れは資格を持った職員でないとできないということもありまして、１人来て、今のボリューム

ですと、月１日６時間で延べ７日間ぐらい毎月来て処理をしていくというのを繰り返すという

形でやりますので、情報の外部への流出のおそれはないというふうに考えてございます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【川村委員】わかりました。そうすると、この薬剤の加算処理についてはわかったんですけれ

ども、先ほどの話ですと、これに限らず事務量は相当あるというのはよくわかるんですけれど

も、今後、医科や歯科といところについては従前どおりされていくという、そういう理解でよ
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ろしいんでしょうか。 

【医療保険年金課長】そのとおりでございます。我々も既に非常勤５名雇ってやっているんで

すが、そこが医科・歯科はやっているんですが、非常勤職員が賄えない薬剤加算は職員が手で

やっていたのを、新たな制度が来たので、ますます賄え切れないので委託する、そういう図式

でございます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【赤羽委員】今、現在募集をかけていますよね。これはどっちになるんですか。ちょっと事業

的なことなんですけど。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】今、募集をかけているのは、医科・歯科をやっている従来の非常勤職員

が１人退職ということが出てきましてので、これは補充募集の意味でございます。きょうお諮

りするのは別途、委託業者さんが有資格者を派遣といいましょうか、こちらへ赴いてやるとい

うことでして、募集ではございません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【赤羽委員】これも個人情報のほうじゃなくて、事業的な話の質問でちょっと恐縮なんですけ

ど、例えば、いわゆる緊急経済雇用対策の部分で、今そういった分でこういった部門を募集す

ること、結構いいことなんですよね。だから、もちろんこれは委託先で入札で決定するという

のは、事業的にコストの部分を考えると当然なんですけども、例えば、こういったものを区内

の人たちを雇ってというようなことも視点的には、こういうふうに入札先と決定されています

けど、そういった視点もどうなのかなということもあると思うんですけど、どうですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】ご指摘のとおりでございまして、今年度についてはもうやっていかない

とお返しする事務が間に合わないのでやるのですが、その後につきましては緊急雇用の関係も

含めまして、どういう形がいいか、まだ検討の余地もございますので、ちょっと内部で検討さ

せていただきたいと存じます。絶対に今後そうするということでもございませんので、これは

区内でちょっとかみ砕かせていただければと存じます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【ひやま委員】すみません。情報保護対策の２番目として、業務終了後、提供した情報を返却

させとございますが、先ほどのご説明で１日６時間で、月にして延べ７日間という期間でご説

明いただきましたけれども、その７日間で業務が１クール終了するということで、リストを返
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却するのか、それとも、その辺はどういう形で。 

【会  長】どうぞ。 

【医療保険年金課長】これは日々返させていただきます。レセプトというのは病院から月々、

月まとめでどんと来るものですから、７日間で確かにいいんですが、薬剤の対象者リストとい

うのを紙ベースで提供させて、終りましたら職員が回収してしまうということを毎日繰り返す

という形でやらせていただきます。 

【会  長】どうぞ、鍋島委員。 

【鍋島委員】委託から派遣ということですので、その委託期間というのが書いてないので教え

てほしい。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】これからきょうご了承いただければ契約に入るわけですが、金額的にい

いますとことしは10万円程度のものでございますので、見積もり合わせということですが、こ

れはこの審査というのは専門の資格がないとできないという仕事でございますので、そういっ

たことを受けられる業者の中から選定という形でありますので、まだ現在は決まっていないと

いう状況でございます。 

【鍋島委員】いや、違う。委託の年限につきまして。 

【医療保険年金課長】「キカン」って、そっちの「期間」ですね。失礼しました。 

【鍋島委員】音声が同じね。 

【医療保険年金課長】はい。これは、年度年度の契約が区のルールでございますのでやるんで

すが、この制度が高額医療費がある限りは、ずっと今後続けていく予定でございます。 

【会  長】どうぞ。 

【鍋島委員】１つの業者に１年とか２年とかでしょうか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】これは１年ごとの入札ということでございますので、よっぽどその特殊

性の業者指定理由がない限りは、極端に言うと毎年変わっていくという可能性もございます。 

【鍋島委員】ありがとう。 

【会  長】ほかにありましたらどうぞ。よろしいですか。 

 では、本件は了承ということでよろしいでしょうか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】ありがとうございました。 
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 それでは、資料51にまいります。資料51「出産育児一時金の直接払制度支払業務委託及び再

委託について」でございます。 

 ご説明お願いいたします。 

【医療保険年金課長】それでは、続きまして資料51の「出産育児一時金の直接払制度支払業務

委託及び再委託について」ご報告申し上げます。 

 ページをおめくりいただければと存じます。事業の概要でございます。これは従来から出産

育児一時金というのは制度としてありまして、かつては現金でお返しする、あるいは口座振替

にする、あるいは区と医療機関で直接受取代理制度といいまして払っていた制度があったわけ

でございますが、本年の10月１日以降の出産から、今度は全国的に直接払制度という言い方を

しているんですが、病院から国保連を通じて直接、要は医療費と同じように支払うような制度

ができました。これにつきましては、全国一律に国の指示によりまして、国保連合会へ事務を

させるというようなことがあったことに伴って、その事務を委託するというものでございます。

また、詳しくは次にご説明しますが、そのうちの一部のデータにつきましては、国保連合会が

さらに再委託をさせて、データの入力作業を行わせるという事業の内容でございます。 

 おめくりいただければと存じます。報告の事項でございます。「出産育児一時金の直接払制

度支払業務の委託について」でございますが、当課の保有しているものを国保連合会に委託を

するというものでございまして、委託の項目については記載のとおりでございます。 

 委託理由も先ほど申し上げました国の一律の指示により委託させるものでございます。それ

と委託の内容につきましては、この直接払いについての情報を病院から受けて、そしてその代

理額を国保連が医療機関に支払うというような支払業務の委託でございます。それから開始の

時期でございますが、承認後、11月以降実施をさせていただければと思います。それから委託

に当たりまして、区が行う情報保護対策につきましては、別紙に付してあります特記事項によ

りまして、個人情報の保護対策をとらせていただきます。また、受託事業者に行わせる個人情

報保護対策につきましては記載のとおりでございますが、個人情報保護の先方の規定もござい

ますので、そこについては遵守、厳守をさせ、保護させるというものでございます。 

 続きまして、１ページ飛びまして再委託でございますが、「出産育児一時金の直接払制度支

払業務委託における電算処理の再委託について」ということでお諮りをいたします。 

 これにつきましては、先ほどの委託事業のうち、ほとんどが電子データで処理するわけでご

ざいますが、国保連合会も都内全域の800保険者の分を処理するということもありまして、紙

で提供を受けた請求書の業務に限りまして、さらに委託をするというものでございます。委託
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の業者名が、戻っていただきまして委託先にございますが、株式会社電算、株式会社インフォ

メーション・ディベロプメントと申しまして、ここにつきましては、国保連合会が選定した事

業者となるものでございます。それからまた戻りまして、委託の内容につきましては、重複し

てしまいますが、紙データのみのデータ入力処理ということでございます。それで、時期につ

きましては、11月以降の処理を承認をさせていただければと思います。 

 それから、区が行う情報処理保護対策でございますが、区と国保連の委託の際の特記事項に

再委託の条項がございますが、そこについて必要な措置を講ずることを付加させてございます。

また、受託業者につきましての保護対策につきましても記載のとおりですが、再委託先につき

ましてはプライバシーマークを取得している事業所ということでございます。 

 以上、雑駁でございますが、説明を終らせていただきます。よろしくご審議のほどお願いい

たします。 

【会  長】ありがとうございました。 

 それでは、どうぞご発言ございましたらよろしくお願いいたします。 

 はい、どうぞ、赤羽委員。 

【赤羽委員】これもちょっと個人情報ということでなくて、結局、私たちが昔からこれはお願

いしていたことが、もうこれは本当にやっと一時、直接にもらえるようになった。先に自分で

出産金を、出産からお金を払って、後からお金をもらっていたというものが、やっとこういう

ことが日の目を見たわけじゃないですか。これって、例えばそんなに大変なことだったのかみ

たいなね。こう言ってしまうと非常に申しわけないんだけども、これはやって本当にありがた

いんですけど、普通の医療費の仕組みをちょっと枠を広げればよかった。出産が確かに保険の

あれがないということであれですけど、ちょっとこれは枠を広げてもらえば、もう５年も10年

も前にできた話だったんじゃないのかななんてことを思っているんですけど、事業自体の話を

して恐縮なんですけど、ちょっと教えていただけますか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】我々医療の現場じゃない、保険者としてもこの制度は非常に現金を扱わ

ないということで助かっているんですが、１つここまでかかった理由は全国決済制度で、膨大

なシステム改修が多分必要だったということが推察されます。特に明確に公式にはこういう理

由でというのは言われてはいないんですが、かなりそういったことがあったということととも

に、受け入れる医療機関も、例えばちょっと問題になったのが、この制度になりますと、月分

ごとにまとめて、翌月審査があって、その翌月に振り込むということは、やはり医療機関側の
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資金のおくれということも、実はこの制度ができても全部のお産をする機関がここに参加して

いるわけじゃないんですね。やはり早く収入が欲しいというところにつきましては、現金でと

いうところもあるやに聞いてございます。ただ、それにしましても、今ご指摘があったように

お産をするご家族の方について、一たん数十万円立てかえて、後でというところは相当解消さ

れてきたということですので、確かに随分時間はかかったわけでございますけれども、それで

も一歩、これとともに金額も上がったわけでございますが、子育て支援のほうから見ても大き

く前進しましたし、事務の負担もご本人たちも役所に来て申請してなんていうこともなくて、

非常にいい制度になったということでは、やっとお待たせしましたという感じでございます。 

【会  長】どうもありがとうございました。 

 ほかにございますか。だれか。 

 はい、どうぞ、林委員。 

【林委員】この受け取るほうの医療機関の話で、課長のやられているお仕事とは直接的な関係

ないのだとは思うんですけども、医療機関のほうでの個人情報保護のそういうような縛りとい

うものは何か、これの関連ではあるんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【医療保険年金課長】これの関連では直接特化しているわけではないんですが、そもそも、ち

ょっとすみません、法律は正確じゃないんですが、医療法とか医師法で包括的な守秘義務は医

師にかかってございますので、その一環ですので、格別ここで何か守秘義務を講じたというの

は、我々の知っている範囲ではございません。 

【会  長】ほかにございましたら、どうぞ。よろしいですか。 

 では、本件は了承ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】どうもご苦労さまでした。どうもありがとうございました。 

 きょうはめずらしく、少し時間がございます。何かご発言がございましたら、どうぞ、どん

なことでも結構ですが。この制度なり、ほかの問題なりで、どんなことでもご発言ございまし

たら、どうぞお願いいたします。 

【鍋島委員】１つお願いなんですけど、委託についてはやはりその委託が１年だとか２年だと

か、それを入れていただいたほうがわかりやすいと思います。各事業ごとに。 

【会  長】どうぞ。 

【区政情報課長】委託につきましては、基本的に例えば11月、本審議会承認後、以降継続とい
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う場合で、基本的には役所の仕事は年度単位なので、すべて１年間なんですね。４月から３月

までの１年間の委託という形に。 

【鍋島委員】なお書きも書いていなければ、１年間と思っていいと。 

【医療保険年金課長】そうですね、はい。 

【鍋島委員】特に２年のときは、２年とか書く。 

【医療保険年金課長】そうです。例えば時限的な、きょうのですと定額給付金ですとか、子育

て応援特別手当ですとか、そういった時限的なものは期限が決まるわけですけれども、終了す

るまでとか、それ以外については１年というふうにご理解いただければと思います。 

【鍋島委員】はい。ここのところがちょっと、事前にわからないので。 

【川村委員】今度、１月20日の審議会で、学校イントラネットのご報告いただくということな

んですが、前議論したときにいろいろ意見があったところだと伺っているので、今回も資料は

早目にはいただいたんですけれども、全体として早目にはいただいているとは思うんですけれ

ども、もし可能でしたらなるべく早くいただければ、よく勉強してから来れるなと思って、可

能な限りでよろしくお願いします。それも委員の皆さん全員ということだと思う。 

【区政情報課長】はい、了解しました。 

【会  長】どうぞ。 

【林委員】そのイントラネットの件でよく私も覚えているんですけど、あれは現在あれなんで

すか。途中経過では、まだ購入はしていない、それとも一歩ずつ台数はふやすというのか、ど

ういうふうに。あの事業自体は、とまっちゃっているんですか。 

【区政情報課長】今システム構築中で、実はこれは、いろいろ経緯が。前回のものもありまし

たけど、その後、国の補助金の関係ですとか、そういったものでかなり台数が動いたりですと

か、またそれも今度は政権交代があったりとか、いろいろ経緯がたくさんあって、非常に現場

も苦労しているのが現状です。そういったものが、あわせてご報告できると思います。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】私はちょっとあれなんですけれども、そういう形で激しくいろいろ世の中ご時勢で

動いていますし、今言われたようなこともあるんですけども、当この審議のせっかく皆さんが

審議されたのが結果としてこういうふうになりましたというようになる前に、要するにペンデ

ィング事項、未決の事項のものについてはやっぱり数カ月たっちゃって来年の１月のお話とい

うよりか、途中でもってあれしないと何のための審議かなというふうに思うところもあるんで

すけれども、できればこの審議の一つのあれとして私なんか区民として思うのは、別途こうい
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う中から何人かの方が別に小さい、例えば小委員会みたいなものをつくられて、緊急のあれに

ついては、すぐ審議委員の方も加わった形での審議をされていったほうがいいんじゃないかな

と思うんですけれども、要するに出てくるたびにすべて決まっているという形になっていると、

後から、じゃその件はよろしくお願いしますという形の進め方が、これが本当に正しい姿なの

かなというふうに疑問を、ちょっと特にイントラネットのことも含めて、今お話を聞いたら、

一応事業は進行中であると。進行しながらも、来年１月20日のときに報告いただいたときには

もうこうなりましたという形だと、審議委員としては審議というよりも報告を受けるだけみた

いな形になっているみたいな感じがしますので、何とか途中でもって、審議というのはここに

諮問というふうにも銘を打たれていますので、やられないとある意味、意味がないんじゃない

かなと思いますけど、ほかの委員の方は皆さんどう思われるのか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【区政情報課長】学校イントラネットシステム自体についてお話ししますと、昨年度の第８回

の審議会で一応ご承認という形はいただいております。そのとき、そういった今回のものにつ

いては大きな話でもありましたので、そのときの確認事項としまして、そういった進捗状況を

ご報告しますということで、次の審議会でご報告をさせていただくという形になっております。

それが審議会ごとにそういったものがすべてご報告できればいいんでしょうけれども、やはり

そういった中ですと、途中ではそういった形のものがまだ固まっていないですとか、そういっ

たところもありますので、なるべくその都度という形に考えさせていただければと思います。 

 それからもう一つ、小委員会の話ですけれども、実は新宿区の情報公開個人情報保護審議会

条例では、第８条で審議会は審議の効率的な運営を図るため小委員会を置くことができる。小

委員会の委員長及び委員は第３条に定める委員のうちから会長が指名するということで、会長

がそういった必要があると考えた場合には小委員会を設けることができます。それは通常どう

いったものが想定されるかということなんですけれども、特別な何か検討事項があった場合と

か、そういった場合に小委員会を設けるというのが想定されるのかなというふうに考えており

ます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】まず最初に学校イントラネットのコンピュータの増設についてなんですけれども、

あのときにはたしか大勢賛成ではあったけど、一部やっぱり今のご時勢でもって全員に１台ず

つふやすということはどうかということで、２名の方が反対をしているのは記憶にあるんです

ね。反対というとおかしいけれども、その意見を尊重した形での回答は早急にいたしましょう
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という形になって、それが来年になると思うんですけれども、まだそれがペンディングの状態

であるということが、どのようなご説明が来年いただけるのかなとは思うんですけれども、そ

れがまず１点です。 

 もう一点。今言われた小委員会のあれも、じゃ、特別な事項というのは、今やっているのは

別に特別ではなくて、さらに特別があって、そのための小委員会なのかなと思うんですけれど

も、ほかに基本的にどうしてその小委員会というのは、確かに第８条に書いてありますから、

どうしてこの小委員会というのはないのかなと思って、かねがね、全部私は読破してみたんで

すけども、確かに書いてありましたから、小委員会というのはかつて設けられたことはあるに

はあるんですか。 

【会  長】どうぞ。 

【区政情報課長】過去に条例改正、個人情報保護条例の改正で小委員会が設けられたというの

はあります。基本的には小委員会で検討ができるんですけれども、ただ、そういった決定をす

るのはあくまでも本審議会になりますので、小委員会で何かを決定するというのはできないで

すね。ですから、そのたたき台とか、そういったものをご検討いただくという形になると思い

ます。 

【会  長】林委員のおっしゃることもよくわかります。けれども、私としては何かご発言が

あるのにそれを抑えて早く終わらせるということをしたつもりはございません。一回もないと

思います。いろいろと不十分な点はあったかもしれませんけれども、その点どうぞご理解いた

だきたいなと思います。 

 それから、この小委員会の件ですけれども、こうやってみると、数の上で見るとそんな大勢

の委員がいるんじゃないので、小委員会を設ける必要性は必ずしもないんじゃないかと思うん

ですが、問題によってはそうかもしれませんけれども、これだけの数だと、この委員会でやっ

たほうがいいというようなことがあると思いますね。全体委員会で。例えば国の審議会なんか

は、本当に50名、60名というのが委員でありますから、１人１回３分半ぐらい発言するのにや

っとこさというようなことがあろうかと思いますけども、それから見ますと、これだけの数で

ね。ですから、小委員会を開いても、また全体会議でまとめるととなると、大体同じようなこ

とになっちゃうんじゃないかなという気もしないわけもありません。今の林委員もどうぞご遠

慮なくおっしゃってくださいね。それは大切なことですから。どうぞ、これが全部実現すると

は限りませんけれども、ご意見はどんどんご意見として、どんどん出していただければと思い

ます。 
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 ほかに何かございますか。これだけスピードアップしても、これを全部こなすのは大変なこ

とでございまして、きょうは割と時間どおりでしたけれども、委員会としては割と熱心にやっ

ておられるほうじゃないかと思うんですけれども、どうぞ先ほど来、ご発言は自由にしていた

だいて、こういう時間があるときには、どうぞ今のようにいろいろとここに出していただけれ

ば本当にいいことだと思いますね。 

 はい、どうぞ。 

【赤羽委員】なかなか、いつも時間のないなかで、感想としては私もまだこの情報公開・個人

情報保護審議会のメンバーになって日も浅いんですけど、やっぱり、それぞれの各具体的な事

業に関する個人情報の保護の立場の審議をするというのはすごく難しい話で、また私も議員で

ありながら、やっぱり情報としてこうやって渡されると、やはり表立った事業がないと全然違

うものを見せられるわけですよ。これを理解するのも大変だし、またそれを一つの情報公開と、

あと情報を今度は保護するという角度で論議することの難しさ。すごくやっぱり毎回、毎回、

痛感しているんですね。それで、先ほども事業のことを質問する立場ではないんだけれども、

やっぱりその事業をしっかり見ておきたい、情報をどうやって保護をするのかわからないのも

あるので、あえて質問させていただきますけど、やっぱり、会長、会長は余りしゃべっていた

だける立場でありませんので、副会長とか山口先生なんかも専門家として毎回ご発言いただく

たびに、ああ、そうかという、何か私たちはそういう、先ほどの職員の給料明細書、こちらか

ら見ると公的なものなんだけど、やっぱり個人、個人から見るとあくまでも私的な個人情報だ

という視点も、おっしゃられる段階で、そのとおりだということで、副会長なんかにぜひご遠

慮なく発言していただければ、私たちも委員として啓発を本当に得るので、その辺がもう一歩

事業の質問からもう一歩個人情報保護という質問に私たちも深まっていきたいという、委員会

としてね。そういうことでありますので、ぜひ副会長の忌憚ない、こちらは意見を賜りたいと

いう思いでございますので、きょうはちょっと。 

【会  長】ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

【林委員】私が思うのはほとんど我々が審議させていただいているものの大半の内容は、外部

委託、民営化、それから要するにそういうことでもって、区の手を離れて全部システムって、

ほとんとシステム開発、あるいはいろいろ制度、あるいはシステムを外部に委託していくとい

う話なんですけども、どうもそういう形だなと。基本的には目に見えない、ここに直接説明に

見える方以外、あるいはここの委員の皆様以外に全然目に見えない委託業者というのが一番の
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問題点で、この人たちが今後問題を起こすにしろ、起こさないにしろ、正々といくにしろあれ

だと思いますので、審議会、私なんかとしては、一番最初、冒頭に申し上げたとおり、外部委

託のあれについては終始一貫、いろいろ問題はそこから出ているという認識があるものですか

ら、そのことを副会長の前で本当に申しわけない、僭越でございますけれども、判例なんかを

好きなもので読みますと、今から２年前の判例でもって、大津のほうの判例ですけれども、最

高裁の判例が出ていまして、要するに審議会にかかった審議事項でもって正々事業をやってい

たところが、その外部委託を受けた業者がそれを要するに一部の議員さんと一緒になって流用

したわけですね。要するに個人情報を流用したということを、それを区民が知って、それでも

って区を訴えてきたということで、それがついに最高裁まで行ったんですけれども、基本的に

はそれは区は負けたわけです。要するにそれはちゃんと保護、コンプライアンスを最後まで見

通せなかったということになっていますので、どうも、そういうものを読んだ上で私はこの委

員ということのあれがあったものですから、やっぱりそこでお話、これを見るとかなり外部委

託がほとんどの話になっていますので、今後はやはり行政の皆さんも心して、こんなことを言

ったらまことに失礼なんですけれども、第三者と契約していく場合には、まず今、国でも問題

になっていますけども、競争ということを大原則にしながら正々堂々とやっていかないと、何

のための審議かという形になるような気がしますので、自分がそれに関したものになっては絶

対出したくないと思いますので、ほぞを固めておる次第ですので、今後ともよろしくお願いし

ます。 

【会  長】ありがとうございました。 

 ほかには、ございますか。 

 具体的な問題が起こった場合にはそれをご報告いただいて、そういう問題を起こさないよう

な方法を考えることだと思うんですね。その場合は前もって、制度の趣旨を前もって考えてい

くということも大切ですけども、さらには実際に起こった問題に関して、もう起こらないよう

するといったようなことも有益なことだと思います。したがいまして、そういうケースに対し

ましては、どうぞこの委員会にどんどん出していただきたいと思いますが、そんなにどんどん

あったら困りますけれども、どうぞご報告をお願いして、委員会のほうで審議させていただけ

ればと思います。 

 ほかにございますか。 

 では、せっかく早く終ったわけですから。 

【区政情報課長】それでは、最後、事務局からちょっとお知らせだけ。 



－３７－ 

 次回の審議会ですけれども、最初にお話ししましたように、来年１月20日、水曜日の午後２

時からということで予定をしております。場所につきましては、本日と同じ第２委員会室とな

りますので、よろしくお願いいたします。 

【会  長】ほかにございますか。 

 それでは、きょうは本当にどうもありがとうございました。 

午後３時５２分閉会 


